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１（序）

本論では、法助動詞 “should” の使われる文脈について考察する。その際、

言語資料 (corpus) として Muriel Spark, The Ballad of Peckham Rye (1960) を使

用した。

なぜ小説を言語資料として使用したのか、その理由を簡略に述べる。その

理由は、特定の言語事象が現れる文脈を比較的、特定するのが小説を使うと

容易であるためである。周知のように最近の言語資料を利用した言語研究で

も小説が使われている。1  しかし、拙論で、特定の文学作品を言語資料とし

て選ぶ深い理由はないことをあらかじめお断りする。

以下、法助動詞全般と、法助動詞 “should” についての主要な先行研究を

概観し、その後、“should” の使用される文脈に関しての論点を扱いたい。第

二節で法助動詞の理論的なこれ迄の研究を扱い、第三節で個別の法助動詞

“should” についてのこれ迄の研究をまとめる。第四節で Muriel Spark の The

Ballad of Peckham Rye に現れる45例の “should” の使われる文脈を考察する。

第二節と第三節とで、拙論の文脈特定という主題に間接的にしか関係のない

論点にも触れるのは、法助動詞の研究での現時点での問題点を明確にするた

めであることをあらかじめお断りする。ここで本論の意義について一言する。

これ迄、 “should” の使われる文脈自体に特別に焦点を当てた論考は存在し

ないように思われるので、拙論の存在意義はあると思う。
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2

これ迄の法助動詞の意味についての主要な理論上の研究を概観する。即ち

John Lyons (1977, 1995)、Angelika Kratzer (1991)、Alex Klinge (1993)、

Marjolein Groefsema (1995) の研究をここで取り上げる。John Lyons と

Angelika Kratzerとは様相論理学 (modal logic) を基盤として法助動詞の意味論

を発展させたものである。様相論理学とは可能性 (possibility) や必然性

(necessity) という様相(modality)を独自に記号化する論理学である。2  Alex

KlingeとMarjolein Groefsemaとは語用論的な立場から法助動詞の理論を作っ

ている。法助動詞(modal auxiliaries)という場合の法性(modality)には叙述内容

に対して話者が可能性、蓋然性、確実性、必然性などの心的な態度を表す認

識様態的な法性(epistemic modality)と、許可や禁止などの拘束的な法性

(deontic modality)との二種類が一般的には含まれる。更に、語用論

（pragmatics）とは言語を実際の使用の場において考える言語学での研究分野

の一つである。3

2.1  John Lyons (1977, 1995)

John Lyons は様相論理学 (modal logic) を基盤にし、日常の言語使用の場を

重視する。その日常の言語使用での発話においては、話し手 (locutionary

agents) は自分自身の信念や態度か、又は意思や権威など主観的な内容のこ

とを表現すると Lyons は言う (1995, p. 330)。即ち、言語が日常、使用される

場合、話し手の主観的な態度が表明されることが多いということである。そ

れ故に法助動詞に関して主観的な使われ方と、それを受け取る側では主観的

な解釈とが、日常の発話では行われるとする。

もちろん、Lyons は法的に客観性をもった発話をも認める。

(1) Alfred must be unmarried.

例えば、(1) の文は法的に客観的な発話では次のような (2) の形で使われる

(1977, p. 798)。即ち、「私の知識の範囲内では」という限定がついての話し
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手の判断になる。

(2) I know that Alfred must be unmarried.

しかし、日常言語の使用では法的に主観的な発話が多いから、日常での発

話の発語内の力 (illocutionary force) は疑問文に近いと Lyons は述べる。

(3) It may be raining.

例えば、(3) の文は、次の(4)の文と等価となる (1977, p. 805)。

(4) It’s raining, I think. or I think it’s raining.

これに対して、法助動詞を用いない次の文(5)は(6)の文と等価となる(1977, p.

805)。

(5) It’s raining.

(6) It’s raining, I tell you. or I tell you it’s raining.

それ故に、上記(3)の文は次のような (7) か (8) かの意味で日常の発話では使

われる (1977, p. 799)。即ち、日常の発話では、話し手の意見か、又は考えを

述べるために法助動詞が使われるということである。

(7) He expressed the opinion that it might be raining in London.

(8) He told me that he thought it might be raining in London. 

更に Lyons は認識様態的な法性では可能性が基本であり、拘束的な法性

では必然性が基本であると指摘する (1995, p. 333)。

Lyons の指摘で重要な点は、法助動詞の実際の使用での主観性の強調であ

り、日常言語の使用の面を重視する点である。
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2.2 Angelika Kratze r(1991)

Kratzer では、従来の様相論理学での法助動詞の扱いをより現実の言語使

用の場面に適応させるため、以下のようないくつかの工夫をしている点が大

事な点である。

第一に法性は相対的 (relative) であると Kratzer は指摘する (pp. 639-640)。

法性として認識様態的、拘束的、状況的 (circumstantial) と三つの意味を

Kratzer は認めるが、これら自体は中性的 (neutral) であり、特定の法助動詞

が使用される文脈 (context of use) によって、その法性の解釈が決まるとする。

ここで Kratzer があげる例は次の通りである。

(9) a  Jockl must sneeze.

b  Jockl must have been the murderers.

c  Jockl must go to jail.  

この (9)a の例では、Jockl の鼻の現在の状態を考えるとくしゃみが起こりう

る (in view of the present state of his nose etc., Jockl must sneeze[p. 640]) と氏は

状況的な法性として解釈する。(9)b の例では、手持ちの証拠を考えると

Jockl は殺人を犯したに違いない (in view of the available evidence, Jockl must

have been the murderers[p. 639]) と認識様態的な法性として解釈する。(9)cの

例では、法律の定めていることを考えると刑務所に Jockl は行かなければな

らない (in view of what the law provides, Jockl must go to jail[p. 640]) と拘束的

な法性として解釈する。ここで法助動詞が使用される実際の場面の文脈の重

視は Kratzer が語用論的な立場を取り入れた結果であると筆者には思われる。

このように、文脈に応じて法性の意味が変化するので、法性の意味が相対的

であると Kratzer は考える。この使用場面での文脈のことを会話が行われる

背景 (conversational background) とも Kratzer は言い換えている (p. 641)。

第二に、例えば、認識様態的な法性について法性自体に段階を設けている。

即ち、必然性 (“must”)、弱い必然性 (“probably”)、十分な可能性 (“there is a

good possibility that”)、可能性 (“might”)、弱い可能性 (“there is a slight
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possibility”)、より多くの可能性 (“is more likely than”) というように法性に段

階を設けている (p. 644)。この場合、法助動詞だけではなく広く法性を表す

表現をこの Kratzer の分類が含んでいることに留意したい。

第三に、Kratzerは法的表現の意味の場 (semantic field) を考え、具体的には、

この意味の場を構成する三つの次元を考える (pp. 649-650)。4 即ち、第一の

次元は法的な力 (modal force) であり、これは必然性、弱い必然性、十分な可

能性など、上記の第二で扱った法性の段階を示すものである。第二の次元は

法的な基盤 (modal base) であり、具体的には、その法性が状況的であるか認

識様態的であるかの対立である（この第二の次元で、Kratzer は拘束的な法

性に触れていないが、その理由は筆者には分からない）。第三の次元は秩序

づけのための源 (ordering source [OS と Kratzer は略称する]) であり、これが

会話の背景となると Kratzer は言う。認識様態的な法性の OS は情報であり、

状況的な法性の OS は法、目的、計画、望みであるとする。

ここで状況的な法性についての具体例を Kratzer に従って以下にあげる。

(10) a  You should go to the pub.

b  You should not go to the pub.

c  You could refrain from going to the pub and still become popular.

d  You could go to the pub.

これらの例では、法的な基盤は状況的なものであり、秩序づけのための源が

望みであるとする。即ち、その状況的な基盤と望み（秩序づけのための源）

とを考慮すると、“shoud” で必然性の意味（［10］a と［10］b の例）が、

“could” で可能性の意味（［10］c と［10］d の例）が表されるとKratzerは考え

る。“should” の意味の場は、状況的な基盤と望みと必然性の三者で構成され

るとする（この状況的な基盤とは具体的にはその状況に関与する事実

[relevant facts] であると Kratzer は説明する）。ここで法的な力は、強弱に段

階を含む必然性や可能性という法性自体に現れるとする。

結局、Kratzer は個々の法的な表現の意味の違いを法的な表現の意味の場

を考えることで解決しょうとする。Kratzer は法的な表現が認識様態的、拘
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束的、状況的と三種類に分類できることを出発点として、その意味の違いを

個々の法助動詞の使用場面での文脈の違いの結果とし、上記、三つの次元の

要素の組み合わせから成り立つ法性の意味の場を考える。

2.3 Alex Klinge(1993)

Alex Klinge の方法論は語用論的で解釈を重視する (interpretative) 立場であ

る。最初に Klinge は、法助動詞の意味の場は可能性 (potentiality) であるとし、

この可能性とはこの世界での状況 (world situation) に対してこの世界で生き

る人間が行う推論であると考える (pp. 323-324)。更にこの世界での状況は主

体が生み出す行為と単に発生する（主体自体が生み出さない）事柄との二つ

で構成されるとする。ここで Klinge が意味の場を考えるのは Kratzer と似て

いることを筆者は付加したい。

ここから従来の法性の内容を次のように Klinge は再解釈する (p. 328)。認

識様態的な法性は人間の側でのこの世界についての推測であり、主体の側の

統御が示されない場合である。拘束的な法性とは主体が関与する事柄を含む

この世界での状況であり、その事件は主体自体に動機づけがない場合である。

更に Klinge は起動的な法性 (dynamic modality) を加え、これは主体自体に動

機づけがあり、主体が関与する事件の場合であるとする。

Klinge が提出する法助動詞の “must” の解釈を具体例としてここで紹介す

る (pp. 351-353)。個々の法助動詞の具体的な意味は、Klinge の枠組みでは発

話の意味として語用論的に引き出される。“must” の語彙上の意味は「証拠

があればそれ以外の他の結論がありえない」(Given the evidence, there can be

no other conclusion) という意味である。ここでKlingeのあげる例を見る。

(11) John will be in his office now.  Yes, the lights are on, so he must be there.

(11) の文で、可能性として “he be there” と “～he be there” （～は “he be there”

という命題の否定の印）との二つの可能性があるが、“must” が使われると

“he be there” だけが残るということである （p. 351）。このような意味を発話

において聞き手が理解できるのは社会的な文脈 (social contexts) があるため
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であり、話し手と聞き手に備わった生得的な意思疎通の能力 (communicative

competence) のためであるとする。

このように Klinge は語用論的に法助動詞の意味を解釈する。人間が生き

ているこの世界の状況への人間の反応を視野に入れ、社会的な文脈と意思疎

通とを彼の理論の基礎に置いている。個々の法助動詞の語彙上の意味を認め、

実際の発話においてその法助動詞の具体的な意味を決定するのは、語用論的

な要因であるとする。しかし、Klinge が用いる社会的な文脈とか、意思疎通

の能力とかの概念の中身が不明であり、この概念自体の分析をKlingeは行っ

ていない。この点が Klinge では問題であると筆者は判断する。

2.4 Marjolein Groefsema (1995)

Groefsema の考えも Klinge と同じく語用論的な立場である。

一つの法助動詞には一つの意味があり、特定の文脈で一つの法助動詞が発

話された場合にその文脈ごとに別の意味が派生すると Groefsema は考える

(p. 54)。自分自身と同じ立場の学者として、Ehrman (1966)、Kratzer (1977)、

Perkins(1983)、Klinge (1993) の名前を Groefsema はあげる (p. 54)。5 これと同

時に、これ迄の法助動詞の意味解釈の立場―法助動詞の意味が多義的である

とする立場―を語法の慣用 (conventions of usage) の重視や語用論的な拡大

(pragmatic extension) であるとして批判する (p. 57)。

Groefsema は、ある具体的な法助動詞が使われている文脈の中で、ある特

定の意味を表すという直感 (intuition) を、その法助動詞が話し手と相手の聞

き手に発生させるとする(p. 68)。しかし、この直感自体の中身についての議

論が Groefsema の論考にはない。これは丁度、Klinge の場合に社会的な文脈

とか生得的な意思疎通の能力という概念の中身の説明がないのと同じであ

る。

次に具体的に Groefsema の法助動詞の分析を見てみたい。氏は法助動詞

“should” の意味を「表明される命題を支持する証拠が少なくとも少しはある」

(there is at least some evidence which supports the proposition expressed) とする

(p. 63)。この単一の意味が具体的な文脈に応じて義務や期待の意味に細分化

されるとする。
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(12) You should go and see your grandmother.

例えば、(12) の文で母が息子に向かって発話するという文脈で、母の息子に

対する権威が、“You go and see your grandmother” という命題、又は内容に対

して証拠を与えるとする。それ故、この “should” には義務の意味が発生す

ると Groefsema は考える (pp. 70-71)。

更に、次の(13)の例ではこの発話が行われる場面で何らかの証拠が存在し

て、命題の “John be easy to talk to” が真実になるという予想が生まれ、ここ

から期待の意味が生じると Groefsema は考える(pp. 71-72)。

(13) John should be easy to talk to.

以上のように Groefsema は個々の法助動詞に単一の意味だけを認め、その

意味が文脈に応じて複数の意味に分化すると考える。この文脈については、

具体例をあげて母の息子に対しての権威とか何らかの証拠とかという形で特

定化する。

2.5 まとめ

ここで以上の研究を簡潔にまとめる。Lyons は日常での言語の使用を重視

し、法助動詞は主観的な解釈を許す使われ方をすると言う。Kratzer は法的

表現の意味の場を考え、その場を構成する三つの要素の組み合わせから個々

の法助動詞の意味が生じるとし、会話が行われる背景を重視する。Klinge は

人間が対面する世界との関係で法助動詞の意味を把握し、個々の法助動詞に

単一の意味を認め、その意味がその法助動詞が使われる文脈の中で複数の意

味に発展すると考える。Klinge とほぼ同じ立場の Groefsema は、話し手と聞

き手とが持っている言語的な直感を重視し、その直感によって具体的な文脈

の中で、特定の法助動詞の意味が理解されるとする。Klinge と Groefsema と

は、個々の法助動詞の意味を単一なものとして把握し、文脈によって複数の

意味が派生すると考える点で共通する。
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このように法助動詞の理論面の研究で、文脈や会話の行われる背景とが重

視されていることが理解できる。この理論面の研究の成果を、拙論の第四節

の分析で最大限に利用するつもりである。

3

前節では法助動詞の意味の理論を概観したが、この節ではJennifer Coates

(1983)、Rodney Huddleston (1984)、Randolph Quirk et al. (1985)、Frank Robert

Palmer (1987, 1990) が “should” をどのように扱っているかを見る。これらの

研究は英国で生まれた研究であり、前節で扱った John Lyons の理論と関係

が深いと言いうる。この節では法助動詞 “should” についての現在の所での

orthodox な見解を整理することになる。

3.1 Jennifer Coates(1983)

Coates と後述の F. R. Palmer とは、法助動詞の用法について各々、一冊の

著書を公にしているが、その著書の中の “should” の部分を拙論では扱う。

更に、Coates、Palmer、両者ともに言語資料として “the Survey of of English

Usage”（ロンドン大学）の資料を利用している点で共通点がある。6 Coates

が利用した “the Survey of English Usage” は 545,000 語である（p. 2）。Coates

によると、“should” はこの言語資料全体の76%で拘束的な意味で使われ、残

り24%が認識様態的な意味で使われているとのことである(p. 79)。

更に、Coates は拘束的な意味に強弱の段階を認める (pp. 59-60)。7 この場

合、拘束的な意味は、相手の聞き手に「話し手が行動を示唆するだけ」(the

speaker only suggests action) であると Coates は定義し、その意味が最大に強

い場合は道徳的な義務を示し、最小に弱い場合は忠告を与えるか、又は正し

い処置方法を述べるとする (p. 58)。この法性の意味に強弱の段階を認めるの

は、前節で扱った Kratzer に相通じる点である。拙論での第四節で筆者もこ

れと同じ立場を取る。

認識様態的な意味については、“must” も “should” と同じ意味で使われる

が、両者の違いは、“must” を用いると “I am sure” の意味で、“should” を用い

ると “I think it is probable” の意味になると Coates は言う (pp. 64-65)。更に
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“should” の文体上の特徴に触れ、認識様態的な用法はあまり形式的 (formal)

でないテキストで現れ、拘束的な用法は形式的なテキストに現れると指摘す

る (p. 83)。この文体上の指摘は重要であると筆者は考える。

Coates の研究で顕著な点は、大きな言語資料の使用と二つの用法（拘束的

と認識様態的との二つの用法）の頻度の違い、拘束的な用法に意味の強度の

段階を認める点、文体への配慮である。

3.2 Rodney Huddleston (1984)

Huddleston は “should” の意味に認識様態的、拘束的の二つの意味以外に、

「事態が正しく進む」(things go right) という認識様態的な意味と期待感との

両方が混じる意味をも認める (pp. 175-176)。“should” の意味の特徴は、認識

様態的と拘束的共に命題が真ではないという可能性を排除しないという点に

あるする (p. 175)。例えば、それぞれ次の例がある (Huddleston のあげる例で

ある）。

(1) The meat should be ready by now, though it may need a few more minutes.

(2) You should give it back to her but I don’t suppose you will.

両方の例で、“should” が使われる場合には、命題 “The meat be ready now” と

命題 “You give it back to her” とが真でないという可能性を排除しないという

ことである。即ち、この場合、食事ができていない可能性もあなたが本を彼

女に返さない可能性もあることになる。

更に次の例では、命題 “Tom be in Paris by now” が予想できるという意味に

なり、これは事態が正しく進むという意味の “should” の用法である。

(3) Tom should be in Paris by now.

次に、Huddleston は “should” の用いられる文脈について興味深い指摘をす

る(p. 175)。次の文 (4) は、認識様態的な意味では “It is to be expected that he

should be very tactful.” となり、拘束的な意味では “The right thing for him to do
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is to behave very tactfully.” となる。

(4) He should be very tactful.

この場合、文脈上、認識様態的な意味の場合は次の(5)のような仮定が伴う。

(5) He should be very tactful if Sue’s description is anything to go by.

又、拘束的な意味の場合には次の(6)のような理由を文脈として伴う。

(6) He should be very tactful because he is usually sensitive.

このように、Huddlestonは法助動詞の意味を従来の形で認識様態的と拘束

的との二つに主に分類するが、“should” の意味と文脈の関係についての具体

例をあげているので、Huddleston の研究は拙論の第四節で文脈の確定を扱う

筆者には興味深い内容である。

3.3  Randolph Quirk et al. (1985)

Coates や Huddleston と同様の内容のことを Quirk et al. は、別の言い方を

する。即ち、“should” は “must” や “have to” とは違って、「話し手の自信を表

現しない」(not expressing the speaker’s confidence) とし、次の(7)の例をあげ

る(§4.56)。

(7) Sarah should be home by now, but she isn't.

この場合、but以下の節が発話されない時でも、“should” を含む節だけで but

以下の内容が含意されるとのことである。

次に Quirk et al. の指摘で注目すべき点は “should” が命題自体の内容が望

ましい場合に使われることが多いということである。例えば、次の (8) の例

は、命題が望ましくない内容であるので、容認度が低いということである
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(§4.56の注)。

(8) ? There should be another disaster shortly. （?は容認度が低い印）

この指摘は前節で扱った Groefsema の言う期待の含意や更に Huddeleston の

期待感と内容的に同じものである。

以上のように、Quirk et al. は Coates や Huddleston の研究の内容を補足す

るような事実を付加していると言える。

3.4 Frank Robert Palmer(1987, 1990)

Coates の所で触れたが、Palmer も法助動詞について単行本を公表してい

る（その改訂版をも公表している）。

Palmer は、拘束的な用法の “should” について、同じ用法を持つ “must” と

次のように比較する (1987, p. 132；1990, pp. 122-123)。

(9) * He must come, but he won’t. （*は非文の印）

(10) He should come, but he won’t.8

(11) You should read more –– you don’t read enough.

例文(9) では、事態、又は命題（この場合、"He come"）が現実に起こらない

ことを “must” は許容しないために、but以下の節が来ることはできない。例

文 (10) では、“should” が未来時において事態（“He come”）が発生しないこ

とを許容するので、but 以下の節が来ることができる。例文 (11) では、現在

時の事実として事態（“you read enough”）が発生していないことを表し、主

語が「示唆されている基準」(the standards suggested) に達していないことが

“should” 自体に含意される（1990, p. 123）とする。

これは、Huddelston が指摘したように、“should” は命題が真でない可能性

を排除しないということであり、換言すると、“should” が “must” よりも意

味が弱いということである。この点は、上記の Quirk et al. でも扱われてい

ることに注意したい。
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3.5 まとめ

この節で扱った研究は、前節で扱った John Lyons の学説と関係の深い研

究である。即ち、これらの研究は、法助動詞の意味を基本的に認識様態的と

拘束的とに分類する立場であり、Kratzer もほぼ同様な形に分けていたので、

Kratzer との共通点もある。それ故に理論的には一つの法助動詞に単一の意

味を認める Klinge や Groefsema の立場とは、これらの研究は立場が違う。

法助動詞の意味とその法助動詞の使われる文脈との関係については、ある

特定の文脈であれば認識様態的な意味であり、別の文脈であれば拘束的であ

るとしている Huddleston の分析が示唆的である。このように特定の法助動

詞の使われる文脈の特定化が重要であると思われる。Coates と Palmer とは

規模の大きな言語資料を扱っているが、その個々の資料の文脈が不明確であ

る場合があるようである。Coates と Palmer の扱った言語資料の問題点を扱

うには別稿が必要である。

次節では小さな言語資料であるが、文脈を限定された範囲ででも明確化で

きる小説を資料として用いて “should” の使われる文脈を扱いたい。

4

この節では、Muriel Spark, The Ballad of Peckham Rye に現れる45例の

“should” を考察する。その分析の際には John Lyons の法助動詞の主観的な解

釈、Kratzerの法的表現の意味の場、Klinge や Groefsema の語用論的な見方、

Huddleston の文脈の把握などを分析の基本に置く。話し手とその聞き手の関

係を扱う際に文の主語になる人称を拙論では問題にした。文の主語になる人

称とは一人称、二人称、三人称の三種である。話し手が自分自身に向かって

言う場合と、自分以外の対象に向かう場合とで “should” の使われ方を区別

した。

具体的には、どのような文脈で “should” が使われているか、その文脈の

確定を行う。その場合に文の主語を一人称、二人称、三人称（人間の場合）、

三人称（無生物の場合）と四種に分類して、主語別に “should” が使われる

文脈を考察する。この際、文脈の解釈が重要になる。
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以下のように仮定法の用例が11例、構文上の要請からの例が１例、それ以

外の “should” の用例が33例ある。計45例を拙論では分析の対象とする。

表1 仮定法以外での主語別の “should” の頻度数

主語 一人称 二人称 三人称 計

人間 無生物

用例数 8 13 5 7 33

% 24 39 36 99

表2 仮定法の用例での主語別の “should” の頻度数

主語 一人称 二人称 三人称（人間） 計

用例数 9 0 2 11

表3 構文上の “should” の例　　二人称 1例

表4 全用例（45例）の主語別の “should” の頻度数

主語 一人称 二人称 三人称 計

用例数 17 14 14 45

% 38 31 31 100

表4で分かるのは “should” は一人称の主語の場合、用例数が若干、多いが、

二人称や三人称の場合でもほぼ同じだけの用例数があることである。次に具

体的に主語別に “should” が使われる文脈を考察する。

4.1 仮定法以外での一人称の主語の場合9

一人称の主語で “should” が用いられる場合は、主語が自分の置かれてい

る状況に応じて自分自身の行動が適切かどうか判断を下していると言える。

ここでの判断という点では他の法助動詞にも当てはまるが、その行動が特定

の状況で適切であるかどうかというのは、“should” にだけ当てはまる。以下、

用例を検討する。
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(1) Nelly nodded.  ‘How much you [Dougal] paid him [Leslie]?’

‘A pound the first time, thirty bob the second time.  But now he’s asking

five quid a week flat.’

Nelly whispered, ‘Then there’s a gang behind him, surely.  Can’t you give

up one of the jobs for a month or two?’

‘I don’t see why I should [give up one of the jobs],’ Dougal said, ‘just to

please a thirteen-year-old blackmailer.’  (p. 78)（[ ] は筆者が補った部分

である。イタリックスは筆者による。この二点とも以下、同じ。）

引用(1)では、Dougal DouglasがLeslieに脅迫されているが、彼の本心では二

つの仕事をこのまま同時に続けたいと思っている。それ故に、仕事の一つを

やめる必要はないという彼自身の状況への判断がこの箇所の “should” に現

れている。話し手が自分の置かれている状況の中での適切な行為は何かを自

分自身で判断していると言える。

他の用例（p. 64）として、話し手 Mr Druce が会社での上司としての立場

から、聞き手 Dougal に対して Mr Druce 自身が発言するのが適切だと判断し

ている例がある。

このように、一人称の主語で “should” が使われる場合、話し手自身の個

人の価値観や社会からの自分への要請に応じて、ある特定の状況で自分の行

動が適切であるかどうかについて自分で判断を下している例が、筆者が扱う

言語資料では全てであった。

4.2 構文上以外での二人称の主語の場合10

“should” が二人称の主語に使われる場合、話し手が聞き手に向かって相手

の行動として適切なことを忠告として勧めたり、又は命令したりすることに

なる。この場合、“should” の含む意味の幅は、単なる忠告から命令に近いも

の迄の広がりがある。この時も話し手の側での聞き手の行動への判断が

“should” に現れると言いうる。
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(2) ‘Dougal, I’m upset’ [Merle]

‘There’s nothing like work to calm your emotions.  After all, you should be

working at this moment.  Are you ready?  Tell me if I’m going too fast

....’[Dougal] (p. 128)（‘ ’ の後の位置にある [ ] は話し手が誰であるか

を示す。以下、同じ。）

引用の(2)では、Dougal が女友達の Merle に対して、彼女の行動として適切

なことを忠告しているが、この場合、Dougal の側での相手にとっての適切

な行動の判断を “should” は表す。

他の用例 (p. 120) では、Dougal の働く会社の所有者の妻 Joyce Willis が話

し手として、聞き手の Dougal への期待と希望とを直接に Dougal に対して述

べているが、このような場合、その希望は社会的な地位の上下の差によって

命令に近い意味を生じることもある。

このように、主語が二人称の場合に “should” が使われると、話し手と聞

き手の立場が対等であれば忠告を、話し手の方が立場が上であれば命令に近

いという区別ができる。ここには当然のことであるが、社会における人間関

係（上下関係か、又は対等な関係か）が強く反映される。この点では、前節

迄で扱った Kratzer や Coates の法的な力に段階を認める立場と筆者の分析の

結果は一致する。

4.3 仮定法以外での三人称（人間）の主語の場合11

三人称（人間）が主語となる文で “should” が使われる場合、話し手の主

張、話題とする人物に対しての話し手の希望、ある事態が社会的に適切かど

うかの話し手の判断などを “should” は表す。以下、用例を検討する。

(3) .... At half past nine two girls from Drover Willis’s came in.  Dougal joined

them.  Mr Druce did not come.  At ten o’clock they went on a bus to the

Rosemary Branch in Southampton Way.  Here, Dougal expounded the idea

that everyone should take every second Monday morning off their work.

When they came out of the pub, at eleven, Nelly Mahone crossed the street
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towards them.  (p. 88)12

引用の(3)では Dougal の労働観が主張の形で “should” に現れている。

他の用例（p. 26）では、雇用者が雇用の条件に従うのが法律問題として適

切かどうかについての話し手の判断が “should” に現れている。

このように、三人称（人間）が主語の場合、話し手の個人的な考えから、

法律問題のような社会性の強い内容迄を含んで話し手の適切なことへの判断

が “should” に現れると言える。

4.4 三人称（無生物）が主語の場合13

三人称（無生物）が文の主語として使われる場合の “should” の役割は、

命題が文脈上で適切であるという判断を話し手が示すことである。以下、用

例を検討する。

(4) ‘My mum got suspicious the other night, ’ she [Dixie] said.  ‘Leslie told her

that I was stopping over Camberwell after the dance with Connie Weedin, but

she got suspicious.  And when I got in she asked me all sorts of questions

about the dance.  I had to make them up.’

‘Sure you can trust Leslie?’ [Humphrey]

‘Well, I give him five shillings a week.  I think it should be three shillings

weeks when I don’t stop out all night.  But he’s greedy, Leslie is.’ (p. 55)

引用の(4)は、Dixie が自分の弟に毎週5シリングあげているが、状況を考え

あわせると週3シリングが適当であると判断する箇所である。この際の彼女

の判断の基準は Dixie 自身の価値観によると言いうる。

他の用例（p. 125）では、Humphrey が労働問題に詳しい自分自身の立場

から時間を超過する労働が適当かどうかについて判断を下している。

このように適切性についての判断を下す際の基準は、個人の感性や価値観

であったり、専門的な知識であったりする。ここで、三人称の主語を人間と

無生物とに二分類したが、話し手が判断を下す際にその対象の三人称が人間
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であろうと無生物であろうと法性の内容は変わらないと思われる。それ故、

この人間と無生物との区別は必要ないようである。但し、主語が人間の場合

にその人間の意思が関係するので話し手の思い通りにならない（即ち、話し

手の支配力を及ぼすことのできない）ことが出てくるとは言いうる。この点

は、Huddleston、Quirk et al、Palmer で扱われていた “should” は命題が真で

ないことを排除しないという点と関係する。

4.5 仮定法の用法として

仮定法の用法としては、if 節の中と lest 節の中に “should” が使われている

例が、各1例ある（p. 58, p. 110）。これ以外は、一人称の主語で “should” が

使われ話し手の発話の力を緩和する用法で、用例として９例ある。14 その中

の1例を検討する。

(5) ‘There is some question of incompatibility, I should say, ’ Dougal said.  ‘I

should say, ’ he said, ‘you have a nature at once deep and sensitive, Mr

Druce.’ (p. 65)

この用法で共起する一般動詞は頻度順に say, like, imagine, want である。15 こ

の発話の力の緩和の用法を状況における適切性の判断として本論文の§§

4.1～4.4と同じく統一的に理解できるように筆者には思われる。即ち、ある

特定の状況で発言したり、好んだり、望んだり、想像するのが適切であると

話し手が判断しているからその話し手が “should” を使っていると解釈して

も良さそうである。

4.6 構文上の要請として

構文上、that 節の中に “should” が現れる例が次のように一例ある。

(6) ‘It is right and proper,’ Dougal said, ‘that you [Humphrey] should be called

a refrigerator engineer.’ ....  (p. 26)
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この例も適切性の判断という意味を表す用法として、上記の用法と共に統一

的に解釈できるように思われる。この場合、“It is right and proper” の節が適

切性という概念を明示しているから、that 節の中に “should” が現れるのは当

然であると考えられる。しかし、単に構文上の要請で that 節の中に “should”

が慣用的に現れるとの反論も予想できる。このことについては、更に筆者の

側で再考すべきかもしれない。

4.7 まとめ

この節では、Kratzer が法的表現の意味の場を考え、個々の法助動詞が使

用される文脈、又は会話の行われる背景という考えを提出したのを受け、具

体的にその文脈を考察した。その際、話し手と聞き手との関係を考え、主語

の人称の違いによって “should” の用例を分類した。その上で、“should” の使

われる文脈をできるだけ明確に特定することを目標とした。結局、“should”

の意味を適切性についての話し手の判断ということで説明した。これは

Groefsema の言う期待の含意や Huddleston の期待感や Quirk et al の命題自体

の内容の望ましさということと関係あると言いうる（拙論§3.3参照）。ここ

で Huddleston のあげた例（拙論§3.2）を再度、引用する。

(7) He should be very tactful.

この(7)の例では文脈により認識様態的な意味と拘束的な意味とに解釈でき

ると Huddleston は説明していた。但し、彼が “tactful” であると話し手が判

断するのは、状況の上で適切であるというように筆者の立場では一つの単独

の意味で理解できる。ここから「彼が “tactful” であると話者が考えるのは適

切だ」という認識様態的な意味と、「彼が “tactful” であるのは彼の行動とし

て適切だ」という拘束的な意味との二つの意味が派生すると筆者には考える

ことができる。即ち、認識様態的な意味では話し手の判断が文脈上で適切で

あり、拘束的な意味では文の主語となる人物の行動、又は態度が文脈上で適

切であるということになる。結局、“should” の意味は話し手の判断か、又は

文の主語の行動（又は態度）が文脈上で適切であるということである。
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5

本論文では、法助動詞についての理論的な枠組みとなる John Lyons、

Angelika Kratzer、Alex Klinge、Marjolein Groefsema の研究を検討した。次に、

具体的な法助動詞の分析として、“should” に関しての Jennifer Coates、

Rodney Huddleston、Randolph Quirk et al.、Frank Robert Palmer の研究を見た。

以上の研究を踏まえて、Muriel Spark, The Ballad of Peckham Rye を言語資料

として “should” の使われる文脈を考察した。この小説に現れる45例の

“should” を考察すると、一人称の主語の場合に用例数が若干、多いが、二人

称と三人称の主語の場合でもほぼ同じだけの用例数があることが分かった。

結論としては、“should” は話し手が適切性への判断を示す法助動詞である

と、単一の意味だけを認める立場をとった。文脈としては、ある特定の状況

での個人が示す感性や価値観から、ある特定の個人の生きている社会が個人

に要求する価値体系迄が考えられた。拙論はあくまで試論であり、近い将来、

細部の検討を再度、行わなければいけないことを付記する。

注

1  Douglas Biber et al., Longman Grammar of Spoken and Written English (Harlow:

Pearson Education Limited, 1999) を参照のこと。Biber et al. (p. xxvi)では、

conversation transcription、fiction text、newspaper text、academic text と言語資料を

四種類に分類する。

2  大塚高信、中島文雄（監修）『新英語学辞典』（東京：研究社、1982）、p. 1219 参

照。

3  法性については Ibid., pp. 720-721、語用論については Ibid., p. 930 を各々、参照の

こと。

4  意味の場とは、「意味の近い語は互いにより集まって一つのグループをなしてお

り、おのおのの語の意味は互いに他の語を規制し合って決定されるとする」考え

方である。Ibid., p. 641参照。

5  Groefsema は Kratzer (1991) を参照していない。前節で見たように、Kratzer (1991)

は、法助動詞に認識様態的、拘束的、状況的という三つの法性を認めているから、

Groefsema のこの部分の記述はあくまでも Kratzer (1977) に基づいていることにな
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る。Kratzer, A. “What ‘must’ and ‘can’ mean” Linguistics and Philosophy 1 (1977), 337-

355。Ehrman と Perkins の著書については Groefsema の論文を参照されたい。

6  Palmer も同じ “the Survey of English Usage” を利用するが、彼は統計を取るために

この言語資料を利用せず、実例をあげるためにだけ利用している（“The Survey is

used for heuristic and exemplificatory purposes only.”[Palmer, 1990, p. 29]）。

7  Coatesの用語法では、“root meaning”（根元的な意味）であるが、拙論全体で、

「拘束的」という用語法に統一した。認識様態的という用語は Coates も使ってい

ることを補足する。

8  Palmer の著書でのこの例文では “ought to” が使われているが、彼は “should” と

“ought to” とは意味上で交換可能とする。それ故、拙論では “should” に焦点を当

てているので、この例文で “ought to” を “should” に変えた。

9  一人称の用例は次の通りである。p. 56、p. 64、p. 66、p. 78、p. 105（2例）、p. 126、

p. 130の計8例である。

10  二人称の用例は次の通りである。p. 16（2例）、p. 35、p. 43、p. 74（2例）、p. 76、

p. 86（2例）、p. 112、p. 120、p. 128、p. 130の計13例である。

11  三人称（人間）の用例は次の通りである。p. 10、p. 26、p. 49、p. 88、p. 118の計

5例である。

12  この例では小説の語り（narrative）の部分で “should” が使われている。同様に

“should” が小説の語りの部分で使われている例は他に3例ある（p. 10、p. 58、p.

110）。それ以外の41例は登場人物間の会話で用いられている。

13  三人称（無生物）の用例は次の通りである。 p. 39、p. 55、p. 59、p. 69、p. 119、

p. 125、p. 132の計7例である。

14  この９例とは、p. 11、p. 27、p. 28（２例）、p. 65（２例）、p. 80、p. 131、p. 138

である。

15  具体的には次のようになる。say の例（４例）：p. 11、p. 65（２例）、p. 80。like

の例（３例）：p. 27、p. 28、p. 138。imagine の例（１例）：p. 28。want の例（１

例）：p. 131。
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The Meanings of “Should” and the Context in which It Is Used

Hideho IDA

Key words: modality, meaning, context

In this paper, the author examines the theoretical frameworks presented

by John Lyons,  Angelika Kratzer, Alex Klinge, and Marjolein Groefsema.

Both Lyons and Kratzer elaborated modal logic and attached importance to

the context in which modal auxiliaries were actually used.  Both Klinge and

Groefsema took a pragmatic standpoint and presented a new theoretical

framework.  The author makes the most use of their results.  

Next, the author investigates some of the studies conducted by Jennifer

Coates, Rodney Huddleston, Randolph Quirk et al. and Frank Robert
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Palmer on the use of “should”.  Particularly the author focuses on how

Huddleston treated the context of everyday conversations in which “should”

was used.  

On reviewing the uses of “should” in Muriel Spark’s The Ballad of

Peckham Rye (1960), the author concludes that a speaker uses “should”

when he/she judges an action or a proposition to be appropriate in a given

context, and that in such a context, the speaker shows his/her own personal

sense of value or the value system of the society where he/she lives. 
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